
相談支援体制の整備の進め方  

佐賀県健康福祉本部障害福祉課  

t 「地域でくらす」～佐賀がんばらんば！宣言  

：2 県としての方針を明確化  

ニう アドバイザー情動内容  

（1）地域自立支援協議会設立指導のポイント  

（2）地域自立支援協議会運営指導のポイント  

（3）総合相談窓口指導のポイント  

4 相談支援体制の整備状況と今後の方向性   

（参考）県アドバイザーー設青引しナ係る予算関係資料  

匪訝県れ一ムページ→県政の運甘→施策「一旬女策評価）平成18年度9月補正予算にかかる事業評価→鰹康福祉本部  
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「地域でくらす」～佐賀がんばらんば！宣言～   

日本の知的障害者の父と呼ばれている佐賀県出身の石井亮一は、知的障害者の人権も認められていなかった時代に暖かい眼差  

しを向け、我が国最初の知的障害者福祉施設滝乃川学園を創設しました。  

そして現在、障害者の地域生活推進のため全国をリードする人材の中にもまた、佐賀県出身の方々をみかけるにつけ、時代の要請  

を敏感にとらえ歴史に名を残す活躍をみせる諸先輩の功績を誇らしく感じています。   

時代は今まさに大きな転換期を迎え、さまざまな課題を残しながらも、障害者自立支援法が成立しました。いよいよ物心ともにバ  

リアのない自立と共生の社会、障害がある人もない人もともに地域で支え合いながら生活し、働ける社会を目指すときがやってきまし  

た。障害者が地域における存在感をアピールする時代がやってきました。   

だから私たちは全ての障害者が個人として尊重され、できるだけ住み慣れた地域で自立した生活を送るとともにそれぞれのライフ  

ステージにおいて必要な応援を効果的に受けられる社会の実現を目指します。その実現のために次のとおり宣言します。  

1佐賀県は三障害を一元化した市町村主体の中立的で親身な相談窓口が県内全圏域に設置できるように応援していきます   

障害者施策の第一線で、住民に最も身近な市町村が、障害の種別や程度に関わりなく相談できる、そして本当に本人の身になって   

考えてもらえる、中立的で親身な相談窓口を県内全圏域に設置できるよう応援していきます。  

2 佐賀県は障害者の「働きたい」を応援します   

「どんなに重い障害があっても働きたい。」を応援することが、障害者自立支援法の極めて重要な使命となっています。私たちも強く   

そのことを感じ、県庁においても障害者など社会的弱者に対するCSR（企業の社会的責任）活動に熱心な企業への優先発注などに   

より障害者の雇用を拡大し、障害者の「働きたい」の気持ちに応える取り組みを強力に進めます。  

3 佐賀県は精神疾患に対する誤解と偏見を解消します   

精神障害者の地域生活への移行を妨げている最大の要因は、精神疾患に対する誤解と偏見です。私たちは、精神障害者が働いて   

いるNPC・や小規模作業所などの活動を応援し、精神疾患に対する誤解と偏見を解消します。  

障害者が地域でくらす。   

一見当たりまえにみえてもそれは簡単なことではあり吉せん。   

そのことをぜひとも実現しなければという重さとそのことを実現するための道のりの遥けさを感じています。   

だからこそ、私たちは今ここに宣言します。   

「がんばらんば！」  
平成18年2月18日  

佐貨県身体障害者団体連合会会長  

佐賀県手をつなぐ育成会会長  

佐賀県精神障害者家族連合会会長  

佐賀県肢休不白由児者父母の会連合会会長  

日本自閉症協会佐賀県支部支部長  

佐賀の福祉をすすめるネットワーク代表  

佐賀県地域生活支援ネットワーク代表  

佐賀県難病支援ネットワーク理事長  

佐賀県市長会会長  

佐賀県町村会会長  

佐賀県知事  

松尾 栄  

石丸 博  

池田 葦  

山田隆司  

古賀利治  

藤木卓一郎  

木原昭裕  

三原睦子  

横尾俊彦  

松本和夫  

古川 康   
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ニコ  忙二  
チャレンジドのための相談窓口  

＿＿ 

県の支援（D専門分野支援（精神・難病等）②ネットワーク支援③県アド／〈イザ一による支  

チャレンジドのための相談窓口のあり方  
考え方   具体策   

親身  
場に立って相談に応じる。  真に、障害者やその保護者の立   

②17時以降や土日など、可能な限り、窓口開設晴間を長くする。  
③窓口は、市町庁舎など誰でも通い慣れた場所に設置する。   

相談に行きやすい窓口とする。   

中 立   サービス提供事業者等の影響を  
確保。  

受けない相談支援体制を確保す   
る。   ③窓口は、市町庁舎など公的な場所に設置する。   

三障害以外も  精神、知的、身体だけでなく、難 病や発達障等についても対応  ①高度な専門的知識を必要とする相談については県がバックアップす石三打－    し、市町相談窓口との連携強化を図る。  

害          （難病）佐賀県難病相談・支援センター  

する。   （発達障害）佐賀県発達障害者支援センター、NPO法人それいゆ  
（精神）佐賀県精神保健福祉センター、精神障害者地域生活支援センターぷらっ  
と  
②高度な専門的知識を必要とする相談についても、専門家の出張等によりその  
場で対応し、たらい回しをしない。   

継続性の確保  相談者が常仁新吉な春雨  

る体制を確保する。   

専門性の確保  相談支援の専門家が対」  

〔D専門的職員、専門性（経験）のある相談員配置。  
（カ職員の研修により専門性の向上を図る。  
③高度な専門的知識を必要とする相談については県がバックアップすることと  
し、市鞘相談窓口との連携強化を図る。  

頁育花亡：玩「応嘉子石  炎ができ  
できるようにする。  
②専門的職員、専門性（経験）のある相談員が、可能な限り継続して勤務できる  
体制の整備。  
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平成18年度 県相談支援アドバイザー（佐賀県相談支援体制整備事業）一覧  

ジャンル   氏 名   役職・経歴等   
県アドバイザーにおける役割  

（佐賀県相談支環体制整備事業）   

00県自立支援協議会事務局長   自立支援協議会の立ち上げと適切な運営指導  

個別案件困難事例の対処法指導   
自立支援 協議会  A 氏  

社会福祉法人000 施設長   自立支援協議会の立ち上げと適切な運営指導  

自立支援  
協議会   B 氏  個別案件困難事例の対処法指導   

（福）00市社会福祉協議会事務局次長   総合相談窓口における仕事のあり方指導  

総合相談   C 氏  精神障害者の退院促進事業のあり方指導  

成年後見制度の運用指導   

精神保健福祉士   精神障害者の地域生活支援のあり方指導  

精神   自立支援協議会の運営方策指導   
D 氏  

社会福祉法人000 所長   特に知的・身体障害者の地域生活支援のあり方実践指導  
身体  
知的  

E 氏  自立支援協議会の運営方策指導  

東部  

NPO法人佐賀県地域生活支援ネットワーク   特に精神障害者の地域生活支援のあり方実践指導  
地域生活  

全般  
F 氏  障害の種別にこだわらない地域生活支援策指導   

鱒神  

社会福祉法人00会000障害者支援センター   特に身体障害者の地域生活支援のあり方実儀指導   
相談支援専門員  

身体  

中部   
G 氏  

NPO法人000 理事長   特に知的障害者の地域生活支援のあり方実屈指導  

地域生活 全般  H 氏  
自立支援協議会の運営方策指導  

グループホーム立ち上げ指導  
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平成18年度 相談支援佐賀県アドバイザー（佐賀県相談支援体制整備事業）活動実績一覧  

日程   アドバイス先   参加人数  アドバイザー   概 要   

10月4日  小城■多久総合相談窓口   
相談窓口職員、多久市、小城市職員に対し、総合相談窓口のあり方指導・意  

10  C 氏        見交換。相談受付・記録の仕方、社会資源マップの作り方   

多久・小城課長、相談窓口職員を対象に自立支援協議会の役割や会議の持  
10月23日  小城■多久自立支援協議会  6  A 氏        ち方、相談窓口からの報告のあり方を指導・意見交換   

10月23日  佐賀市窓口 ぶらっと   5  A 氏  相談窓口職員に対し、精神困難事例の相談支援策について指導・意見交換   

10月24日  唐津市■玄海町自立支援協 議会  15  A 氏  玄海町係長、保健師に対して相談窓口のあり方を指導・意見交換。      唐津部長、課長、係長、相談窓口職員を対象に自立支援協議会の役割や会議      の持ち方 
、相談窓口からの報告のあり方を指導・意見交換   

杵藤地区7市町の総合相談窓口職員（施設2ケ所含む）に対し、窓口業務のあ  
10月24日  杵藤地区総合相談窓口指導  20  C 氏        リ方一括指導・意見交換   

10月24日  杵藤地区総合相談窓口指導  20  F 氏  精神障害者の地域生活支援方策指導・意見交換   

11月15日  総合相談窓口意見交換会   45  B 氏  総合相談窓口職員による意見交換・アドバイス   

11月15日  東与賀町自立支援協議会   3  B 氏  課長、担当に対し、自立支援協議会の立ち上げ指導・意見交換   

鳥栖地区自立支援協議会   相談窓口職員、NPO理事長予定者に対し、総合相談窓口のあり方指導・意見  
15  B 氏  

11月16日            相談窓口  

11月30日  小城一多久自立支援協議会  30  G 氏  自立支援協議会の運営方策指導・意見交換   

12月4日  佐賀市   2  A 氏  課長、担当と相談窓口のあり方について意見交換   

12月5日  嬉野市総合相談窓口   
課長、担当、施設派遣窓口職員に対し、窓口業務のあり方や、自立支援協議  

7  A 氏        会への報告のあり方を指導・意見交換   

武雄市総合相談窓口  

12月5日   （山内支所）   
4  A 氏  施設派遣窓口職員、係長、担当に対し、窓口のあり方指導・意見交換   

12月5日  杵藤地区自立支援協議会   
本人、保護者等窓口利用者、施設派遣職員等を交え、総合相談窓口運営のあ  

15  A 氏        リ方について意見交換   

12月6日  就労関係意見交換会   
佐賀職業安定所、たちばな学園、若楠、雇用対策課、障害福祉課の担当が集  

6  A 氏        まり就労に関する滋賀県の取組を意見交換   

12月8日  杵藤地区自立支援協議会   
ケース検討部会。総合相談窓口のあり方、グループホームの立上げ方等指  

40  H 氏        導・意見交換   

、小 に対し、王に 談窓 り万  

1月12・  小城・多久自立支援協議会   相言宍芯∪職員、夢∠人巾‡成市職員等身†不の相口のあ      指導■意見交換。2時間窓口にはりつき、困難ケース、来所ケース、契約書の   
柑－25日  5  G 氏               作り方、今後の窓口のあり方を指導。自立支援協議会の運営方策指導■意見  

不漁   

1月12日  杵藤地区自立支援協議会   
ケース検討部会。総合相談窓口のあり方、グループホームの立上げ方等指  

40  H 氏        導・意見交換   

相談窓口職員、多久市、小城市職員等に対し、総合相談窓口のあり方指導・  
1月23日  小城・多久総合相談窓口   5  C 氏        意見交換。一日窓口にはりつき、困難ケース、来所ケース、契約書の作り方、  

今後の窓口のあり方を指導   

相談窓口職員、武雄市職員等に対し、総合相談窓口のあり方指導・意見交  

1月3一日  武雄市相談支援センター   5  C 氏        換。－一日窓口にはりつき、窓口体制のあり方、訪問指導の仕方、来所ケース、  
今後の窓口のあり方を指導  

－5一   



佐賀県 アド／くイザー 訪問記録  

平成19年1月 24日作成  

訪問日   平成19年1月 23日  訪問時間   AM 9：00 ～PM 4二00   

訪問先   多久りト城相談支援事業所  訪問者   C 氏   

受講者数及び  
主な受講者   5 名  所長、相談員3、市職員1   

9時～10時   10時～11時  11時～12時  

自立支援協議会について   相談書類確認  来所者ケース相談  

記入書類について説明   困難ケース相談  相談内容指導  

指導内容  

13時～14時   14時～15時  15時から16時  

契約書類説明   困難ケース宅訪問  今後の窓口について  

問題ケース指導   相談内容確認  相談室・相談体制について   

具体的 アドバイス内容  

自立支援協議会について、事務局の在り方・及び運営会議等の進め方・考え方について  

県自立支援協議会の報告書について 次回協議会での提案にて県下統一を行う旨説明し指導  

困難ケースヘの対応方法 行政書士等との連携方法について 関係機関との調整の方法について  

ケアマネ契約書について 重度訪問介護の考え方とプランでの事業所との調整について  

窓口の在り方について相談室の確保 利用し易い、窓口について  

基本的にサーービス調査での利用者把握はできているので、今後は調査～相談への流れを作る必要がある。  

訪問までに受けたケースを全体的に確認し、対応方法の指導を行いました。  

今後の留意点  

自立支援協議会の事務局について、要領に明記されていないので、今後検討を行って欲しい。市と協議必要  

重度訪問介護の考え方について整理必要  県自立支援協議会への報告書内容の検討が必要  

事業調査に振り回され気味であるが、利用者把握には、もっと調査を活用して良いと思われる。  

相談窓口の場所がわかりづらい。ハード的問題もあるが、事務局と検討を行う必要がある。  

もう少し、社協事業とリンクさせた方が相談体制を組み易い気がする。  

困難ケースが多いので、最初かなり難しい面はあると思われるが、今のペースで対応できる様になると、素晴らしい  

窓口になると感じられる。  
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◎県内各地域における地域自立支援協議会一覧（19年3月現在）  

保健福祉圏域   名 称   事務局   電 話   参加市   

佐賀市  

久保田町  
佐賀地区自立支援協議会  佐賀市役所   0952－40－7250  川副町  

神埼市  
吉野ヶ里l  

佐賀中部               東与賀町障害者地域自立支 援協議会  東与賀町役場   
0952－45－1603   東与賀町  

小城  

小城■多久障害者地域自立支  小城・多久市役所  
0952－73－8820   

多久市  
援協議会  

多久  
小城市   

75－6118  

唐津   唐津地区地域自立支援協議 A  0955－73－4184   
唐津市  

コ冥   玄海町   

鳥栖市  

鳥栖   
みやき町  

鳥栖地区自立支援協議会  鳥栖保健福祉事務所   0942－83－2161  
基山町  

上峰町   

伊万里市  
伊万里  伊万里地区自立支援協議会  伊万里保健福祉事務所  0955－23－2101  

有田町   

武雄市  
嬉野市  
大町町  

杵藤   杵藤地区自立支援協議会  杵藤保健福祉事務所   0954－22－2103  江北町  

白石町  
鹿島市  

太良町  全域  佐賀県自立支援協議会  佐賀県庁障害福祉課  0952－25－7064  全市町   
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◎県内各地域における総合相談窓口一覧（19年3月現在）  

総合相談窓口  時間外対   時間外   FAX  E一mail  
名 称   設置場所   電 話  革業時間   応時間帯   電話番号  

総合相談窓口で  

3事業所合同の相談を受付  
月・木は  

《長光園》  

電話36→9131  
Shien＠aq  

佐賀市保健福  ua．OCn．ne．  

祉会館  10：00～19：00  
JP 

（ほほえみ館3 階）  《整肢学  
佐賀市  常時相談受付可  園》  
久保田  佐賀地      〒849－0915佐  SSghatop  

町  区障が  ＠posaga   

川副町   い者総   net．neJP  

神埼市  合相談  9：00～18：00（土日を除く）  
s so（詠i  各相舐∃  

吉野ケ  窓口  ※ぷらっとの隣  《整肢学園》主に知的 98 
電話－2211  

P．Saganet．  

里町  に  FAX98－3391  neJp  

総合相談室を  
設置  《ぷらっと》主に精神  《ぷらっ  

（開所日は月・  と》  

FAX34－4867  
PU「ata「Ou  

中  木）   
10：00～19：00（第1・3・4週土  

＠nifty．co  

と第2日を除く）  
れ∩  

部  

東与賀町保健  
東与賀   hisyaky  

東与賀 町   町障害 者相談  月～金 8時30分  

0952  

34－7677  

支援事 業所  jp   FAX34・  

1193   

小城・  
多久障  

0‾  

多久市    害者相   0952   
月～金  

24時間  0952  0952   tsyoug訓 ＠etude．  （桜楽館）     8時30分 ～17時15分           OCn．neJ  
セン  
ター   P  

唐津市庁舎包  
唐津市   
障害者   0955－72－  月～金  

8時30分  
施設か  

唐津市    相談支  が常時  

援セン タ 
～17時15分  

9- _, 
唐  

津  

玄海町（市町窓  

口）  

玄海町 相談支  月～金  必要に  
設と連  

玄海町    援窓口    〒847 
8時15分 ～17時  い対応   

8   

民間賃貸事務  
W‾  

鳥   
24時間  0942  0942   maeda＠  
365日  87－8956  87－8956  kumin．n  

鳥栖市 みやき  生活支 援セン ター   所 〒841－0052  0942  月～金             栖  町 基山町 上峰町  もしもし ネット  鳥栖市宿町 965－1三恵ビル 1階  87－8956  9時 ～柑時  

eJp   
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◎県内各地域における総合相談窓口一覧（19年3月現在）  

総合相談窓口  電 話   
名 称   設置場所  営業時間  時間外対 応時間帯  時間外 電話番号  FAX  E【mail   備考   

伊万里市役所  
福祉課  

伊万里  障害者生活支援  

市  
〒848－8501  センター  
伊万里市立花 135 0955－23－2909  

伊  
障害者  

23－3512   
月～金  shien＠h  

万  
活支  8時30分  0955   achigam     （伊万里）水曜  

里  有田町福祉保  20－1215  enet．neJ  

健センター■相   
17時15分  

P   

談室  
向職員も対応  

有田町  （有田）火曜は  
〒849－4192  施設からの出向  
有田町南原甲  職員も対応   
664番地4   

相談員不  

武雄市山内支  在のとき  
嘩談支   所  0954－45－  月～金  及び時間   0954－45－   

0954－45－  fukushi＠  

ター   大字三間坂甲  
武雄市      〒849－2393         外はくろ            援セン   武雄市山内町   ～17時15分   に電話を  0．1gjp  

13800   転送しま  

す。   

嬉野市（嬉野市  

嬉野市 障害   本庁）  
fukushi  

者    ‾849－1411  0954  －9  窓口相談  0954  0954   （垂  
嬉野市                            等相談  T 嬉野市塩田町  6 平日の8：30  24時間 365日  66－91 51  66－31  City．ure  

支援窓 【］  臼 大字馬場下甲  
～17：15  

（直通）   

19   Shino．1gJ  

1769   P  

大町町（市町窓  

大町町    口）  
障害者  

月～金  

大町町       〒849－2101   
0952  

8時30分  
0952  0952  

杵島郡大町町  
82－3185   

～17時  
82－3111  82－3117  

ロ  
大字大町5017  

江北町（市町窓  

杵  口）  

〒849－0592  
月～金  

藤  9時  
0952－86－  

杵島郡江北町  
～17時  

2130  
大字山口1651卜  

白石町（市町窓  

白石町   月～金  
ChoLLiush  

障害者  0954－65－  
白石町    相談窓  8：30時  

0954－65－  

杵島郡白石町  
3‖1  

～17二00時  
3120  

口  
大字坂田253－1  

Shi．1gJP  

鹿島市（市町窓  

口）  月～金  
fukushi  

鹿島市  〒849－1391 鹿大字  8時30分  
0954－63－  

島市納  ～17時15分  
2128  

富分2643－1   gaJp  

太良町（市町窓  

□）  月～金  

太良町  0954－67－ 7   8時30分  〒849－1698   

～17時倒 

藤津郡太良町 大字多良卜6   018    さ  0954【67－ 2103  chomi11一 fukushi ＠town．t a「a．Saga 」p  
－9－   



杵藤地区自立支援協議会設置要綱   

（設置）  

第1条 杵藤地区自立支援協議会（以下、「協議会」という。）を設置する。   

（目的）  

第2条 協議会は、武雄市、鹿島市及び嬉野市並びに杵島郡及び藤津郡の地域（この要綱中、「杵  

藤地区」という。）に居住する障害児（者）に関する中立・公平な相談支援事業の実施のほ  

か、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進することを目的とする。   

（構成機関等）  

第：；条 協議会は、次に掲げる機関等の職員をもって組織する。  

市町、市町社会福祉協議会、障害者団体、難病者団体、福祉・介護資格土田体、民生  

児童委員協議会、福祉施設、養護学校、特別支援教育研究会幹事校、療育・生活・就業  

等支援センター、医療機関、公共職業安定所、県教育企画室、教育事務所、県障害福祉  

課、県精神保健福祉センター、中央児童相談所、障害者更生相談所、杵藤地区広域市町  

村圏組合、保健福祉事務所その他サービス調整のために必要と認められる機関等。   

（事業内容）  

第4条 協議会は、次に掲げる事業を行う。   
（1）指定相談支援事業者の運営評価に関すること   

（2）困難事例への対応のあり方に関すること   

（3）障害者の就労促進に関すること   

（4）在宅重度障害児（者）の支援に関すること   

（5）地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること   

（6）地域の社会資源の開発、改善に関すること   

（7）市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用に関すること   

（8）その他   

（部会）  

第5条 協議会には、必要に応じて部会を設置することができる。   

（事務）  

第6条 協議会の事務は、武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町及び  

杵藤保健福祉事務所において共同で処理する。   

」塵密の保持）   

＿＿し  条  障害者等及びその家族の個人情報の保護に万全を期するとともに∴  

第4条に規定する事業を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。構成員を退いた  

後も同様とする。   

（その他）  

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。   

附 則  

この要綱は、平成18年10月1［lから施行する。  

こ些要綱は、平成1  9年2月14日から施行する。  
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＜杵藤地区自立支援協議会の仕組み＞  

障害児・者、家族  

－1トー   



〓
虹
1
－
J
l
ト
ト
・
や
∴
▲
．
一
1
＝
1
－
－
 
 

杵藤地区自立支援協議会個人情報管理規程   

第1章 総則  

（目的）  

第1条 この規程は、杵藤地区自立支援協議会（以下、「協議会」という。）における個人情報の  

管理について定める。  

2 個人情報の管理に関してこの規程に定めのない事項については、個人情報保護法に定  

めるところによる。  

（個人情報の定義）  

第2条 この規程において「個人情報」とは、障害者等及びその家族の氏名、住所、電話番号、性  

別、生年月日、最終学歴、職業、家族構成、年間収入、住居形態等、特定の個人を識別する  

ことのできる情報をいう。  

（個人情報保護法の遵守）  

第3条 協議会は、個人情報保護法を誠実に遵守して、個人情報を管理する。   

（構成機関等の職員の義務）  

第4条 構成機関等の職員（以下「職員」という。）は、この規程を誠実に遵守し、個人情報を  

管理しなければならない。  

第2章 利用目的及び取得  

（利用目的の特定）  

第5条 協議会は、利用目的を特定して個人情報を取り扱うこととし、個人から  

徴するものとする。  

なお、武雄市、鹿島市及び嬉野市並びに杵島郡及び藤津郡の地域（この規程中、「杵藤  

（利用目的による制限）  

第6条 協議会は、前条の規定によって特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個  

人情報を利用しない。  

2 業務上の都合により、個人情報を当初の利用目的の範囲を超えて利用するときは、あ  

らかじめ本人の同意を得るものとする。  

3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。  

（1）法令に基づく場合  

（2）障害者の自立支援のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが  

困難であるとき  

（適正な取得）  

第7条 協議会は、個人情報を適正な方法で取得する。  
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